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別紙１ 

静岡県の給与・定員管理等について 

１ 総括 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

住民基本台帳人口 

(20年度末) 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

19年度の 

人件費率 

20年度 
人 

3,773 ,69 4 

千円 

1,111 ,22 4,28 7 

千円 

7,068 ,72 8 

千円 

392,5 32, 922 

％ 

35.3 

％ 

36.0 

( 2 ) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

給 与 費 区 分 職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ 

一人当たり 

給与費 B / A 

(参考)都道府県平均 

一人当たり給与費 

20年度 
人 

3 7 , 9 13 

千円 

177,960,932 

千円 

38,578,694 

千円 

74,892,889 

千円 

291,432,515 

千円 

7, 6 8 7 

千円 

7 , 3 7 7 

（注）1 職員手当には退職手当を含まない。 

（注）2 職員数は、平成 20 年 4 月 1 日現在の人数である（臨時講師を除く。）。 

（注）3 給与費計には臨時講師分が含まれている。 

給 与 費 区 分 職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ 

一人当たり 

給与費 B / A 

20年度 
人 

3 9 , 8 30 

千円 

177,960,932 

千円 

38,578,694 

千円 

74,892,889 

千円 

291,432,515 

千円 

7, 3 1 7 

（注） この表は、(２)の給与費計には臨時講師分が含まれており、職員数には臨時講師分は含まれ 

ていないため、平成 20 年 4 月 1 日現在の臨時講師の人数 1,917 人を含んで算出したものであ 

る。 

( 3 ) 特記事項 

空欄としている事項については後日掲載予定 

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

（注）ラスパイレス指数とは、地方公共団体の一般行政職の給料月額と国の行政職俸給表 

（一）適用職員の俸給月額を、学歴経験年数別にラスパイレス方式により対応させて比 

較し算出したもので、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水 
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準を示す指数である。 

(5) 給与改定の状況 

①月例給 

人事委員会の勧告 

区 分 民間給与 

Ａ 

公務員給与

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

給与改定率 

(参考) 

国の改定率 

21年度 

円 

398,1 17 

円 

402,6 52 

円 

▲4,535 

(▲1.126％) 

％ 

▲1.124 

％ 

▲1.124 

％ 

▲ 0.2 2 

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス 

パイレス比較した平均給与月額である。 

②特別給 

人事委員会の勧告 

区 分 民間の支給 

割合 Ａ 

公務員の 

支給月数Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 

年間支給月数 

(参考) 

国の年間 

支給月数 

21年度 
月 

4.15 

月 

4.50 

月 

▲ 0.3 5 

月 

▲ 0.3 5 

月 

4.15 

月 

4.15 

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員 

の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

①一般行政職 

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

静岡県 42.8歳 354,419円 453,547円 395,215円 

国 41.5歳 325,521円 ― 391,770円 

都道府県平均 43.8歳 343,005円 427,547円 384,790円 

②技能労務職 

公 務 員 民 間 参考 

区 分 
平 均 年 齢 職員数 平 均 給 料 月 額 

平 均 給 与 月 額 

（Ａ） 

平 均 給 与 月額 

（ 国 ベ ー ス） 

対 応 す る 民間 

の 類 似 職 種 
平 均 年 齢 

平 均 給 与 月 額 

（Ｂ） 
Ａ /Ｂ 

静岡県 51.4歳 329人 345,717円 394,887円 374,191円 ― ― ― ― 

うち用務員 52.5歳 193人 335,700円 372,094円 362,034円 用務員 ― ― ― 

うち運転手 50.6歳 35人 363,657円 440,284円 403,735円 自家用乗用自動車運転手 5 0 . 8歳 482,423円 0 . 9 1 

うち守衛 44.4歳 4人 330,952円 420,837円 382,064円 守衛 5 2 . 6歳 389,702円 1.08 

【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数 

（平成２１年４月１日現在） 

※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員 

と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレ 

ス指数である。 

※「地域手当補正後ラスパイレス指数」は、地域手当の支給率のみで国と比較している 

ため、実際の支給額で比較した場合と算出結果が異なる。 

１０３．５
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うちその他技能労務職 49.9歳 97人 359,783円 422,787円 387,394円 ― ― ― ― 

国 49.2歳 4,429人 285,548円 ― 322,737円 ― ― ― ― 

都道府県平均 48.8歳 4 6 5人 332,714円 388,002円 365,631円 ― ― ― ― 

※民間データは、静岡県人事委員会が行った「平成 20 年職種別民間給与実態調査」において公表されているデータ 

を使用している。 

※職種別民間給与実態調査における調査対象従業員は、常時勤務する従業員のうち、期間を定めず雇用されている 

者とし、臨時の者を除いている。 

【参考】 

民 間 参考 参 考 

年収ベース（試算値）の比較 区 分 
対 応 す る 民間 

の 類 似 職 種 
平 均 年 齢 

平 均 給 与 月 額 

（C） 
Ａ /C 公務員 

（ D） 

民間 

（ E） 
D/E 

静岡県 ― ― ― ― ― ― ― 

うち用務員 用務員 5 4 . 5歳 214,000円 1.74 6,157,144円 3,027,000円 2 . 0 3 

うち運転手 自家用乗用自動車運転手 5 3 . 0歳 266,800円 1.65 7,123,655円 3,377,300円 2 . 1 1 

うち守衛 守衛 5 9 . 4歳 262,500円 1.60 6,712,981円 3,821,300円 1 . 7 6 

うちその他技 能労務職 ― ― ― ― 6,853,232円 ― ― 

国 ― ― ― ― 

都道府県平均 ― ― ― ― 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成 18 年～20 年の 3 ヶ年平均） 

※賃金構造基本統計調査における労働者とは、労働基準法第９条にいう労働者をいい、臨時労働者（常用労働 

者に該当しない日々又は１か月以内の期間を定めて雇われる労働者のうち、４月又は５月に雇われた日数が 

いずれかの月において１７日以下の労働者）が含まれている。 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致し 

ているものではない。 

※年収ベースの「公務員（Ｄ）」及び「民間（Ｅ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、 

公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加 

えた試算値である。 

③高等（特殊・専修・各種）学校教育職 

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 

静岡県 44.1歳 406,971円 479,323円 

都道府県平均 44.8歳 390,833円 458,004円 

④小・中学校（幼稚園）教育職 

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 

静岡県 44.1歳 396,961円 455,342円 

都道府県平均 43.9歳 377,216円 437,491円 

⑤警察職 

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

静岡県 39.8歳 344,016円 464,512円 381,440円 

国 41.5歳 322,231円 ― 372,706円 

都道府県平均 40.0歳 330,043円 474,584円 375,813円 

（注）1 「平均給料月額」とは、平成 21 年 4 月 1 日現在における各職種ごとの職員の基本給の 

平均である。 

（注）2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時 

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、 地方公務員給与実態調査
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において明らかにされているものである。 

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手 

当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベー 

スで再計算したものである。 

( 2 ) 職員の初任給の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

区 分 静 岡 県 国 

大 学 卒 178,800円 172,200円 一般行政職 

高 校 卒 144,500円 140,100円 

高 校 卒 141,900円 － 技能労務職 

中 学 卒 129,200円 － 

大 学 卒 199,700円 － 高等学校教育職 

高 校 卒 154,900円 － 

大 学 卒 199,700円 － 小・中学校教育職 

高 校 卒 154,900円 － 

大 学 卒 207,300円 200,000円 警 察 職 

高 校 卒 172,000円 158,100円 

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

区 分 経 験 年 数 1 0 年 経 験 年 数 1 5 年 経 験 年 数 2 0 年 

大 学 卒 277,650円 333,278円 379,695円 
一般行政職 

高 校 卒 227,861円 279,169円 330,279円 

高 校 卒 － － － 
技能労務職 

中 学 卒 － 241,493円 269,403円 

大 学 卒 328,199円 391,913円 420,377円 高等学校教 

育職 高 校 卒 － 273,410円 306,989円 

大 学 卒 320,392円 381,350円 409,560円 小・中学校 

教育職 高 校 卒 － － － 

大 学 卒 287,534円 347,461円 406,302円 
警察職 

高 校 卒 257,415円 302,778円 358,231円 

（注）1 技能労務職・中学卒の経験年数 15 年及び 20 年の数値は、該当者が 3 人以下のため、経験年 

数 16 年、19 年の数値を記載している。 

（注）2 高等学校教育職・高校卒の経験年数 15 年及び 20 年の数値は、該当者が 3 人以下のため、経 

験年数 14 年、19 年の数値を記載している。 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

( 1 ) 一般行政職の級別職員数の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

10 級 
特に困難な業務を処理す 

る本庁の部長 

人 

10 

％ 

0.1 

９ 級 本 庁 の 部 長 

人 

41 

％ 

0.6 

８ 級 本 庁 の 局 長 

人 

76 

％ 

1.1 

７ 級 本 庁 の 室 長 

人 

214 

％ 

3.2
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６ 級 
本 庁 の 参 事 

本 庁 の 専 門 監 

人 

1,483 

％ 

22.2 

５ 級 
本 庁 の 主 幹 

困 難 な 業 務 を 処 理 す 

る 本 庁 の 係 長 

人 

1,385 

％ 

20.7 

４ 級 本 庁 の 係 長 

人 

1,555 

％ 

23.3 

３ 級 副 主 任 

人 

1,064 

％ 

15.9 

２ 級 
高 度 の 知 識 又 は 経 験 

を 必 要 と す る 業 務 を 

行 う 主 事 、 技 師 

人 

4 8 1 
％ 

7 . 2 

１ 級 
定 型 的 な 業 務 を 行 う 
主 事 、 技 師 

人 

366 

％ 

5.5 

（注）1 職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 
（注）2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

１級 
5.5% 

１級 
5.2% 

１級 
1.5% 

２級 
7.2% 

２級 
7.3% 

２級 
5.0% 

３級 
15.9% 

３級 
17.1% 

３級 
8.6% 

４級 
23.3% 

４級 
22.5% 

４級 
17.3% 

５級 
20.7% 

５級 
20.2% 

５級 
4.8% 

６級 
22.2% 

６級 
20.8% 

６級 
19.0% 

７級 
3.2% 

７級 
5.0% 

７級 
15.4% 

８級 
1.1% 

８級 
1.2% 

８級 
21.4% 

９級 
0.6% 

９級 
0.6% 

９級 
5.2% 

１０級 
0.1% 

１０級 
0.1% 

１０級 
1.2% 

１１級 
0.7% 

１１級 

１１級 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

平成21年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 

10級 
0.1% 

(注) 平成 18 年に 11 級制から 10 級制に変更している。（旧給料表の 1 級及び 2 級並びに 4 級及び 

5 級をそれぞれ統合し、新たな職務の級として 10 級を新設）
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況 

４ 職員の手当の状況 

( 1 ) 期末手当・勤勉手当 

静 岡 県 国 

１人当たり平均支給額（20年度）

1,856千円 
－ 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 

3.0月分 1.50月分 
( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 

3.0月分 1.50月分 
( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 20～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、 職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

知事部局等職員の昇給を平成 21 年１月１日付けで次のとおり実施した。 

ア 特定職員 

区 分 上 位 標 準 下 位 

昇給号給数 ４号給以上 ３号給 ２号給以下 

人員分布率 40.4％ 59.0％ 0.6％ 

イ 一般職員（特定職員以外の職員） 

区 分 上 位 標 準 下 位 

昇給号給数 ５号給以上 ４号給 ２号給以下 

人員分布率 14.8％ 80.1％ 5.1％ 

※特定職員とは、行政職給料表の７級以上の職員（に相当する職員を含む。）で、かつ管理職 

手当の支給対象となる職員をいう。 

※昇給号給数は、55 歳超の昇給抑制者以外の場合の号給数 

※下位区分については、勤務した期間が短いことにより適用された者を含む。
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【参 考】 勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

(2) 退職手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

静 岡 県 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 
1人当たり平均支給額 4,039千円 2 8,3 52千円 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額 

である。 

(3) 地域手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支 給 実 績（20年度決算） 7,807,389千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 186,500円 

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 国の制度（支給率） 

静 岡 市 9,992人 4％ 6％ 

静岡市(旧由比町) 51人 4％ 0％ 

浜 松 市 6,830人 4％ 3％ 

沼 津 市 2,470人 4％ 5％ 

熱 海 市 411人 4％ 0％ 

三 島 市 830人 4％ 3％ 

富 士 宮 市 1,016人 4％ 3％ 

伊 東 市 519人 4％ 0％ 

島 田 市 1,009人 4％ 0％ 

富 士 市 2,045人 4％ 3％ 

知事部局等においては、特定幹部職員（室長級以上の管理職）を対象として、職務に関連した具 

体的な行動例を評価例文とした勤務成績評価を６月、１２月の年２回行い、勤勉手当の成績率に反 

映している。 

また、特定幹部職員以外の職員については、職務に関して高く評価できる成果をあげた職員等を 

上位区分に適用すること等により、勤勉手当の成績率を区分している。 

平成 21 年６月支給の勤勉手当の実績は次のとおりである。 

ア 特定幹部職員 

区 分 上 位 標 準 下 位 

成績率 106/100～94/100 82/100 82/100 未満 

人員分布率 38.2％ 61.8％ 0.0％ 

（注）人員分布率は再任用職員を除いた割合である。 

イ 特定幹部職員以外の職員 

区 分 上 位 標 準 下 位 

成績率 77/100 67.2/100 67.2/100 未満 

人員分布率 22.0％ 77.7％ 0.3％ 

（注）人員分布率は再任用職員を除いた割合である。
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富士市(旧富士川町) 82人 4％ 0％ 

磐 田 市 1,796人 4％ 3％ 

焼 津 市 863人 4％ 3％ 

焼 津 市 (旧 大 井 川 町 ) 175人 4％ 0％ 

掛 川 市 1,115人 4％ 3％ 

藤 枝 市 1,727人 4％ 0％ 

御 殿 場 市 729人 4％ 5％ 

袋 井 市 766人 4％ 3％ 

下 田 市 536人 4％ 0％ 

裾 野 市 342人 4％ 8％ 

湖 西 市 286人 4％ 0％ 

伊 豆 市 330人 4％ 0％ 

御 前 崎 市 236人 4％ 0％ 

菊 川 市 453人 4％ 0％ 

伊 豆 の 国 市 621人 4％ 0％ 

牧 之 原 市 495人 4％ 0％ 

東 伊 豆 町 130人 4％ 0％ 

河 津 町 61人 4％ 0％ 

南 伊 豆 町 70人 4％ 0％ 

松 崎 町 120人 4％ 0％ 

西 伊 豆 町 66人 4％ 0％ 

函 南 町 247人 4％ 0％ 

清 水 町 232人 4％ 0％ 

長 泉 町 180人 4％ 0％ 

小 山 町 185人 4％ 0％ 

芝 川 町 74人 4％ 0％ 

吉 田 町 179人 4％ 0％ 

川 根 本 町 105人 4％ 0％ 

森 町 246人 4％ 0％ 

新 居 町 261人 4％ 0％ 

茨 城 県 水 戸 市 1人 8％ 8％ 

埼 玉 県 さ い た ま 市 4人 11％ 11％ 

東 京 都 特 別 区 43人 17％ 17％ 

東 京 都 小 平 市 2人 10％ 10％ 

東 京 都 府 中 市 1人 12％ 12％ 

神 奈 川 県 川 崎 市 3人 12％ 12％ 

山 梨 県 甲 府 市 1人 5％ 5％ 

愛 知 県 名 古 屋 市 1人 12％ 12％ 

愛 知 県 豊 田 市 1人 9％ 9％ 

神 奈 川 県 秦 野 市 1人 5％ 5％ 

大 阪 府 大 阪 市 3人 14％ 14％ 

医 療 職 給 料 表 ⑴ 

の 適 用 を 受 け る 

職 員 

30人 14％ 14％ 

平 均 支 給 率 4.0％ 3.3％
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(注) 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した 

場合の加重平均の支給率である。 

(4) 特殊勤務手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（20年度決算） 2,191,674千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 81,100円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度） 44.1％ 

手当の種類（手当数） 43 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給 

単価 

県税の賦課又は徴収に 

関する業務 

本庁勤務職員は日額650 

円

財務事務所勤務職員は月 

額

6,500円～13,600円 
税務手当 

本庁又は財務事務所に勤 

務する職員 

県税に関する滞納処分 

又は犯則事件の取締り 

日額 310 円 

捜索救難の業務 

災害発生状況等の調査 

の業務 
航空手当 

回転翼航空機に搭乗し、 

右の業務に従事した職員 

上記の業務に係る教育 

訓練の業務 

1時間につき1,900円 

（低空飛行海上捜索、ホ 

バリングつり上げ救助等 

30％加算） 

（飛行中降下430円～870 

円加算） 

社会福祉業務手当 

健康福祉センターその他 

人事委員会規則で定める 

機関に勤務する職員 

社会福祉に関する指導、 

保護等の業務 

人事委員会規則で定める 

職員は月額4,100円～9,4 

00円 

その他の職員は日額310 

円 

臨床等業務手当 

本庁、保健所、こども家 

庭相談センターに勤務す 

る医師、歯科医師、診療 

放射線技師、診療エック 

ス線技師である職員 

診療、 検診又は保健指導 

の業務 

こども家庭相談センター 

の医師は月額34,000円～ 

46,000円 

その他の職員は日額310 

円～2,190円 

防疫等作業手当 

右の業務に従事した職員 感染症の患者若しくは 

感染症の疑いのある患 

者の予防救治又は感染 

症の病原体に汚染され 

た物件若しくは汚染さ 

れた疑いのある物件の 

処理業務 

日額350円
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家畜保健衛生所に勤務す 

る職員 

家畜の伝染病の防疫の 

作業、 身体に有害なガス 

の発生を伴う作業、 特に 

危険性を有する薬品等 

を取り扱う作業又は家 

畜の病理菌を取り扱う 

業務 

月額11,000円 

家畜保健衛生所に勤務す 

る職員以外の職員が右の 

業務に従事した職員 

家畜の伝染病が発生し、 

又は発生するおそれが 

ある場合において、 伝染 

病菌を有し、 又は有する 

疑いのある家畜に対す 

る防疫の業務 

日額310円～350円 

放射線作業手当 

右の業務に従事した職員 エックス線の照射及び 

撮影、 有害放射線の照射 

及び測定又は放射性同 

位元素を使用する業務 

日額360円 

有害薬品等取扱手当 

人事委員会規則で定める 

機関に勤務する職員 

身体に有害なガスの発 

生を伴う業務、 特に危険 

性を有する薬品等を取 

り扱う業務又は病理細 

菌を取り扱う業務 

衛生検査の業務に専ら従 

事する職員は月額6,700 

円

その他の職員は日額310 

円 

本庁又は保健所に勤務す 

る職員 

精神保健及び精神障害 

者福祉に関する法律第2 

7条第1項若しくは第2項 

の規定に基づく診察若 

しくは調査、同条第3項 

の規定に基づく診察の 

立会い、同法第29条第1 

項の規定に基づき精神 

障害者を入院させるた 

めの護送又は同法第47 

条第1項の規定に基づく 

精神障害者の訪問指導 

の業務 

日額310円 

精神保健業務手当 

精神保健福祉センターに 

勤務する職員のうち人事 

委員会規則で定める職員 

精神障害者に接して精 

神保健に関する相談、 指 

導等の業務 

月額8,300円 

動物管理等作業手当 

右の業務に従事した職員 狂犬病予防法第5条第1 

項若しくは第6条第1項 

若しくは第2項に規定す 

る作業、 抑留犬の管理に 

関する作業、 捕獲犬若し 

くは処分犬の輸送の作 

業又は動物の愛護及び 

管理に関する法律第35 

日額450円
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条第1項に規定する犬の 

引取りに関する業務 

鳥獣の保護及び狩猟の 

適正化に関する法律第9 

条第1項に規定する鳥獣 

の捕獲等に関する作業 

で人事委員会規則で定 

める業務 

動物管理指導センターに 

勤務する職員 

動物の収容、 管理又は処 

分に関する業務 

廃 棄 物 処 理 施 設 等 立 

入 検 査 業 務手 当 

本庁又は健康福祉センタ 

ーに勤務する職員 

廃棄物の処理及び清掃 

に関する法律第19条第1 

項又は静岡県産業廃棄 

物の適正な処理に関す 

る条例第31条第1項の規 

定する立入検査の業務 

（市町村等公共団体の 

管理するごみ処理施設 

への立入検査を除く） 

日額360円 

職業能力開発施設に勤務 

し、実習を伴う職業訓練 

の科目を担当する職員 

職業訓練の業務 

職業訓練等手当 農林大学校又は漁業高等 

学園に勤務し、農業若し 

くは漁業に関する実習教 

育を担当する職員 

実習教育の業務 

1月につき給料月額に10/ 

100を乗じて得た額 

人事委員会規則で定める 

機関に勤務する職員 

講師の業務 1時間につき200円(上限1 

月につき18,000円) 

種雄牛豚の自然交配若 

しくは精液の採取又は 

これらの作業の準備の 

ために種雄牛豚を御す 

る業務 
家畜交配作業手当 

畜産技術研究所に勤務す 

る職員 

人工授精又は受精卵移 

植をするために放牧し 

てある牛の取押え業務 

日額310円 

潜水器具を着用して行 

う潜水の業務 

1時間につき540円～1,50 

0円 
異常圧力内作業手当 

右の業務に従事した職員 

上記の業務を補助する 

業務 

日額310円 

圧搾空気内で行う監督、 

測量等の業務 

1時間につき420円 

高所作業手当 

右の業務に従事した職員 地上又は水面上10メー 

トル以上の足場の不安 

定な箇所で行う監督、 測 

量等の業務 

日額310円～360円
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坑内作業手当 

右の業務に従事した職員 掘削中のトンネルの坑 

内又は掘削中のたて坑 

で人事委員会規則で定 

めるものの坑内で行う 

監督、測量等の業務（圧 

搾空気内で行う監督、 測 

量等の業務は除く。） 

日額450円 

爆発物処理作業手当 

右の業務に従事した職員 火薬類又は高圧ガスの 

製造施設の災害調査の 

業務 

日額750円 

道路上作業手当 

右の業務に従事した職員 車両の通行を遮断する 

ことなく道路上で行う 

道路工事に係る監督、 検 

査、 調査又は測量の業務 

日額310円 

人事委員会規則で定め 

る作業環境を劣悪にす 

る異常な気象状態の下 

で道路交通の安全の確 

保のために行う道路の 

巡視その他人事委員会 

規則で定める業務 

応急防災等作業手当 

右の業務に従事した職員 

災害対策基本法第23条 

第1項の規定に基づいて 

市町村長が災害対策本 

部を設置した場合にお 

いて、 当該市町村の地域 

で重大な災害が発生し 

た危険な箇所又は発生 

するおそれの著しい危 

険な箇所で人事委員会 

規則で定める期間内に 

災害状況の調査又は巡 

回監視の業務 

日額710円 

用地交渉等手当 

人事委員会規則で定める 

機関に勤務する職員 

現地において公共の用 

に供する土地の取得若 

しくは取得に伴う物件 

の移転の交渉又は公共 

事業の施行により生ず 

る損失の補償に係る交 

渉の業務 

日額1,000円～1,500円 

夜 間 定 時 制 課 程 勤 務 

手当 

高等学校における夜間の 

定時制課程の勤務を本務 

とする職員 

教育委員会が別に定め 

る時間以上当該定時制 

課程に係る業務に従事 

したとき 

月額4,800円 

特 別 支 援 学 校 教 育 業 

務手当 

特別支援学校に勤務する 

職員（管理職手当の適用 

特別支援学校における 

教育に関する業務 

月額4,800円又は6,600円
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を受ける職員を除く。） 

多学年学級担当手当 

小学校又は中学校の２以 

上の学年の児童又は生徒 

で編制されている学級を 

担当する教育職員（給料 

の調整額表の適用を受け 

る職員及び管理職手当の 

支給の適用を受ける職員 

は除く。） 

教育委員会が別に定め 

る時間数以上の当該学 

級における授業又は指 

導の業務 

日額290円又は350円 

昼間授業又はその補助を 

本務とする教育職員若し 

くは夜間授業又はその補 

助を本務とする教育職員 

昼夜の異なる課程の授 

業の業務 

兼務手当 本務として勤務する学校 

において教育委員会が別 

に定める授業時間数以上 

の授業を担当する教育職 

員 

他の学校における授業 

の業務 

1時間につき2,000円 

学校管理下において行 

う非常災害時等の緊急 

の業務で児童若しくは 

生徒の保護又は緊急の 

防災若しくは復旧の業 

務 

日額3,200円又は6,400円 

学校管理下において行 

う児童又は生徒の負傷、 

疾病等に伴う救急の業 

務 

日額6,000円 

(4時間以上8時間未満3,0 

00円) 

学校管理下において行 

う児童又は生徒に対す 

る緊急の補導業務 

日額6,000円 

(4時間以上8時間未満3,0 

00円、2時間以上4時間未 

満1,500円) 

修学旅行、林間・臨海学 

校等において児童又は 

生徒を引率して行う指 

導業務 

日額3,400円 

(4時間以上8時間未満1,7 

00円) 

人事委員会が定める対 

外運動競技等において 

児童又は生徒を引率し 

て行う指導業務 

日額3,400円 

(4時間以上8時間未満2,4 

00円) 

学校管理下において行 

われる児童又は生徒に 

対する部活動指導業務 

日額3,200円 

(4時間以上8時間未満2,4 

00円) 

特殊業務手当 

小学校、中学校、高等学 

校又は特別支援学校の副 

校長、教頭、主幹教諭、 

教諭、養護教諭、栄養教 

諭、助教諭、養護助教諭 

、講師、実習助手又は寄 

宿舎指導員のうち、高等 

学校等教育職給料表又は 

中学校小学校教育職給料 

表の特２級、２級又は１ 

級である教育職員 

入学試験における受験 

生の監督、 採点又は合否 

判定の業務 

日額900円 

(4時間以上8時間未満450 

円)
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教 育 業 務 連 絡 指 導 手 

当 

小学校、中学校、高等学 

校又は特別支援学校の教 

諭、養護教諭又は栄養教 

諭のうち規則で定める主 

任等である教育職員 

教務主任、学年主任、生 

徒指導主事等の業務 

日額200円 

警備艇運転整備手当 
右の業務に従事した職員 警備艇の運転及び整備 

作業 

日額200円 

看守護送手当 

警部補以下の階級にある 

警察官 

留置施設における看守 

の業務又は被疑者その 

他拘禁されている者の 

護送 

日額310円 

死体処理手当 

職員（警察官以外の職員 

にあっては、鑑識作業に 

従事する者に限る。） 

死因鑑定のために行う 

死体解剖の立会い作業、 

死体解剖の補助作業又 

は死体の検視、 見分等の 

作業 

1体につき1,600円～3,20 

0円 

指掌紋、手口、写真又は 

足跡について専門的知 

識を利用する犯罪鑑識 

作業 

日額310円（犯罪現場にお 

いて作業する場合560円） 

鑑識作業手当 

職員（警察官にあっては 

、警部以下の階級にある 

警察官に限る。） 

文書、理化学、法医学又 

は銃器弾薬類について 

科学的専門知識を利用 

する犯罪鑑識作業 

日額560円 

回転翼航空機を操縦し、 

又は航空機に搭乗して 

犯罪捜査、交通規制、捜 

索救難等若しくは整備 

の業務 

右の業務に従事した職員 

航空機に搭乗しての犯 

罪捜査等の教育訓練の 

業務 

1時間につき1,900円～5, 

100円 

（低空飛行海上捜索、ホ 

バリングつり上げ救助等 

30％加算） 

（飛行中降下430円～870 

円加算） 

航空手当 

航空整備士 航空機の整備作業 日額1,060円 

山 岳 遭 難 者 救 助 等 手 

当 

山岳遭難救助隊員に指定 

された職員 

山岳遭難者の救助作業、 

救助訓練又は山岳の巡 

視作業 

日額840円～1,680円 

潜水手当 
右の業務に従事した職員 潜水器具を着用して行 

う潜水作業 

1時間につき540円～1,50 

0円 

交 通 事 故 実 況 見 分 手 

当 

警察官 高速自動車国道におけ 

る交通事故の実況見分 

又は一般国道1号等の道 

路における夜間の交通 

事故の実況見分の作業 

1件につき450円 

運 転 免 許 技 能 試 験 手 

当 

運転免許技能試験官 道路上において行う自 

動車運転免許技能試験 

の業務 

日額240円
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爆発物処理班員に指定さ 

れた職員 

爆発物 （爆発物である疑 

いがある物件を含む） の 

処理の作業 

１件につき5,200円 

特殊危険物質又は特殊 

危険物質である疑いが 

ある物質の処理作業 

日額4,600円 

特殊危険物質被害危険 

区域内における作業 

日額250円 

爆 発 物 処 理 作 業 等 手 

当 

右の業務に従事した職員 

特殊危険物質製造過程 

の解明等実験で特殊危 

険物質発生のおそれが 

あるもの 

日額460円 

犯罪の予防若しくは捜 

査又は被疑者の逮捕の 

業務 

日額560円 

天皇、 皇族等の身辺の護 

衛の作業 

日額640円～1,150円 

私服員（警部以下の階級 

にある警察官に限る。） 

国外における犯罪の捜 

査に関する情報収集の 

作業 

日額1,100円 私服作業等手当 

少年警察補導員 少年の非行防止のため 

の街頭補導、 少年相談等 

の業務 

日額240円 

警部以下の階級にある警 

察官 

警ら用自動車に乗務し 

て行う広域的な警ら業 

務 

日額560円 

警ら用自動車に乗務し 

て行う警ら業務 

日額420円 
警ら手当 

警部補以下の階級にある 

警察官 

警ら業務 日額340円 

警部以下の階級にある警 

察官 

交通整理取締用の自動 

二輪車又は自動車に乗 

務して行う広域的な交 

通整理取締り業務 

日額560円 

警部以下の警察官 日額 340 円 

交通整理取締手当 

交通巡視員 

交通整理取締り業務 

日額 290 円 

夜間特殊業務手当 

職員（警察官にあっては 

、警部以下の階級にある 

警察官に限る。） 

正規の勤務時間による 

勤務の一部又は全部が 

深夜において行われる 

業務 

1回につき410円～1,100 

円 

呼出手当 

職員（警察官にあっては 

、警部以下の階級にある 

警察官に限る。） 

正規の勤務時間外にお 

ける呼出命令により、 夜 

間において緊急に行う 

犯罪の予防若しくは捜 

査、被疑者の逮捕、交通 

取締り、 犯罪鑑識又は爆 

発物の処理の作業 

1回につき1,240円
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災害応急作業等手当 

右の業務に従事した職員 異常な自然現象又は大 

規模な事故により重大 

な災害が発生した箇所 

又はその周辺において 

行う災害警備、 遭難救助 

、 鑑識作業又はこれらに 

相当する作業 

日額840円～1,680円 

核物質輸送警備手当 

警部以下の階級にある警 

察官 

核物質を輸送する車両 

を先導し、 又はこれに追 

従して行う核物質の輸 

送の警備の業務 

日額640円 

防弾装備を着装し、 小型 

武器を携帯して行う銃 

器又は銃器と思われる 

ものを使用している犯 

罪現場における犯人の 

逮捕等の作業 

日額1,640円 

防弾装備を着装し、 小型 

武器を携帯して行う銃 

器を所持する犯人の逮 

捕の作業 

日額1,100円 

防弾装備を着装し、 小型 

武器を携帯して行う上 

記の2つの作業に付随し 

て行われる固定配置の 

作業 

日額820円～1,100円 
銃器犯罪捜査手当 

警察官 

防弾装備を着装し、 小型 

武器を携帯して行う銃 

器が使用された暴力団 

の対立抗争事件に伴う 

暴力団事務所等に対す 

る張付け警戒の作業 

日額820円 

(5) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 2 0 年 度 決 算 ） 7,664,214千円 

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 194千円 

支 給 実 績 （ 1 9 年 度 決 算 ） 7,539,282千円 

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 190千円 

(6) その他の手当(平成 21 年 4 月 1 日現在) 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（20年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（20年度決算） 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 同じ 4,712,761 千円 245,000 円
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する。 

･配偶者 13,000 円 

･配偶者以外の扶養親族 

6,500 円 

･配偶者がいない場合そのう 

ち 1 人 11,000 円 

･満 16 歳に達する年度の初め 

から満 22 歳の年度末までの 

子 1 人につき 5,000 円加算 

住居手当 

･借家・借間に居住する場合 

支給対象者 

自 ら 居 住 す る た め 借 り 受 

け月額 12,000 円を超える 

家賃・間代を支払っている 

職員 

全額支給限度額 13,000 円 

2 分の 1 加算限度額 17,000 

円

最高支給限度額 30,000 円 

･持家に居住し世帯主である 

場合 支給額 4,500 円 

･単身赴任中の留守宅の場合 

支給対象者 

単身赴任手当を受給して 

いる者で留守宅に配偶者 

が居住している者 

借家・借間の場合 

借家・借間に居住する場 

合の 2 分の 1 の額 

持家の場合 2,200 円 

異なる 

･借家・借間に居 

住する場合 

全額支給限度額 

11,000 円 

2 分の 1 加算限 

度額 16,000 円 

最高支給限度額 

27,000 円 

･持 家 に 居 住 し 

世帯主である場 

合

支給額（新築・ 

購入後 5 年間） 

2,500 円 

･単 身 赴 任 中 の 

留守宅の場合 

持家の場合支給 

なし 

3,100,697 千円 133,800 円 

通勤手当 

通 勤のた め交通 機関等 を利 

用 してそ の運賃 等を負 担す 

る ことや 自動車 等を使 用す 

る ことを 常例と する職 員に 

支給する。 

･1 か月当たり最高支給限度 

額 75,000 円 

･交通用具使用者の算出方法 

距離に応じた基準額（2,000 

円～ 5,800 円）＋加算額（3 

㎞を超える１㎞につき 175 円 

～570 円） 

異なる 

国は最高支給限 

度 額 が 55,000 

円

自動車等使用者 

の使用距離の額 

及び区分が異な 

る 
4,810,938 千円 128,900 円 

管理職手当 

管 理又は 監督の 地位に ある 

職員のうち、管理職手当に関 

す る規則 で指定 する職 を占 

める職員に対し支給する。 

異なる 

一部国と異なる 

区分あり 
2,299,988 千円 762,800 円
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月額：給料表、職務の級、職 

の区分に応じ定める額 

休日勤務手 

当 

勤 務時間 条例に 規定す る休 

日 におい て定め られた 正規 

の 勤務時 間中に 勤務を 命ぜ 

られた職員に支給する。 

1 時間当たりの支給額：勤務 

1 時 間 当 た り の 給 与 額 × 

135/100 

同じ 1,303,870 千円 155,900 円 

産業教育手 

当 

実習を伴う農業、水産、工業、 

電 波又は 商船に 関する 科目 

を 主とし て担任 する教 育職 

員に支給する。 

月額：給料月額×10/100（定 

時 制通信 教育手 当の支 給を 

受ける者については、6/100） 

320,493 千円 460,500 円 

初任給調整 

手当 

医学、科学技術その他の専門 

的知識を必要とし、かつ、採 

用 困難あ るいは 採用に 特別 

の 事情が あると 認めら れる 

職員に支給する。 

月額：16,900 円～410,900 円 

同じ 499,302 千円 2,219,100 円 

単身赴任手 

当 

公 署を異 にする 異動等 に伴 

い転居し配偶者と別居し、単 

身 で生活 するこ とを常 況と 

する職員に支給する。 

月額：23,000 円＋交通距離の 

区分に応じた加算額 

同じ 150,834 千円 285,700 円 

特地勤務手 

当 

生 活の著 しく不 便な地 に所 

在 する特 地公署 に勤務 する 

職員に支給する。 

月額：（給料の月額＋扶養手 

当）×4/100～25/100 

同じ 3,113 千円 183,100 円 

へき地手当 

山間地、離島その他の地域に 

所 在する 小学校 等に勤 務す 

る職員に支給する。 

月額：（給料の月額＋扶養手 

当）×4/100～25/100 

80,209 千円 246,800 円 

定時制通信 

教育手当 

定 時制の 課程又 は通信 制の 

課 程をお く高等 学校の 校長 

及び教員に支給する。 

月額：給料月額×10/100（管 

理 職 手 当 を 受 け る 職 員 は 

8/100） 

180,989 千円 457,000 円 

義務教育等 

教員特別手 

小学校、中学校、高等学校又 

は 特別支 援学校 に勤務 する 
4,003,591 千円 158,600 円
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当 教育職員に支給する。 

月額：3,900 円～15,900 円 

農林漁業普 

及指導手当 

農 林漁業 の普及 指導等 に従 

事する職員に支給する。 

月額：給料月額×8/100 

50,396 千円 266,600 円 

宿日直手当 

宿 日直勤 務を命 ぜられ た職 

員に支給する。 

1 回あたり：4,200 円～20,000 

円 

同じ 925,487 千円 209,400 円 

管理職員特 

別勤務手当 

管 理職手 当の支 給を受 ける 

職 員が臨 時又は 緊急の 必要 

そ の他の 公務の 運営の 必要 

に より週 休日又 は休日 に勤 

務した場合に支給する。 

1 回あたり：3,000 円～12,000 

円(ただし、６時間を超える 

場合の勤務にあっては、100 

分の 150 を乗じて得た額) 

異なる 

国は、１回あた 

り 6,000 円 ～ 

12,000 円 

42,923 千円 114,200 円 

夜間勤務手 

当 

正 規の勤 務時間 として 午後 

10 時～翌日の午前 5時までの 

間 に勤務 した職 員に支 給す 

る。 

1 時間当たりの支給額：勤務 

1 時 間 当 た り の 給 与 額 × 

25/100 

同じ 701,461 千円 121,800 円 

寒冷地手当 

寒 冷公署 に在勤 し人事 委員 

会 規則で 定める 地域に 居住 

する職員に支給する。 

基準日（10 月 31 日）に 11 月 

から翌年 3 月まで 5 月分を一 

括支給する。 

支給額： 36,800 円～ 89,000 

円 

異なる 

国では、11 月か 

ら翌年 3 月まで 

の各月の初日に 

支給している。 
56 千円 56,000 円
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５ 旅 費 （ 平 成 21年 4月 1日 現 在 ） 

支 給 実 績 （20 年 度 決算 ） 2,716,870 千円 

職 員 １人当 たり平 均 支 給年 額 61 千円 

（注 ） 職 員 １人 当 たり平 均 支 給 年 額 は、支 給 実 績 （20 年 度 決 算 ）から、外 部 講 師 等 が旅 行 した場 合 に支 給 された 

旅 費 額を除 き、平成 20 年 4 月 1 日現 在 の人数 (公営 企業 職 員を除 き、常 勤の特 別職 職 員 及び臨 時 講師を 

含 む。)で除した額 である。 

（１） 内国旅行（主な支給額・条件） 

種 類 支給額・条件 

鉄
道

賃
 

運 賃 

急行料金 

乗車に要する運賃 

現に負担した急行料金 

ただし、次に該当する場合に限る 

・特別急行列車を運行する線路による旅行で片道 70Km 以上 

・新幹線で片道 70Km 未満 50Km 以上の区間では、公務上特に緊急な必要 

がある場合 

・普通急行列車を運行する線路による旅行で片道 50Km 以上 

航 空 賃 現に支払った旅客運賃 

車 賃 

実費額 

旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車を使用して旅行した場合 

１Km あたり 18 円 

宿 泊 料 一夜につき 11,800 円 

旅行諸費 
一日につき県内 200 円 在勤庁から４Km 以内の地域は支給しない 

県外 800 円 

（２） 外国旅行（主な支給額・条件） 

種 類 支給額・条件 

鉄
道

賃
 

運 賃 

急行料金 

運賃の等級を設けない線路による旅行の場合 

乗車に要する運賃 

公務上の必要により別に急行料金を必要とした場合 

現に支払った急行料金 

航 空 賃 現に要する旅客運賃 

車 賃 実費額 

宿 泊 料 職員の職位及び旅行地域に応じて、一夜につき 10,700 円～22,500 円 

日 当 職員の職位及び旅行地域に応じて、一日につき 3,500 円～7,200 円
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６ 特 別 職 の 報 酬 等 の 状 況 （ 平 成 21年 4月 1日 現 在 ） 

区 分 給 料 月 額 等 

給

料 

知 事 

空 港 部 に 関 す る 事 項 

を 担 任 す る 副 知 事 

上記以外の副知事 

917,000円 （1,310,000円） 

963,000円 （1,070,000円） 

1,070,000円 

議
員

報
酬

 

議 長 

副 議 長 

議 員 

1,030,000円 

910,000円 

840,000円 

知 事 

副 知 事 

（ 21年度支給割合） 

3.35月分 

3.35月分 
期

末

手

当 議 長 

副 議 長 

議 員 

（ 21年 度 支 給 割 合 ） 

3.35月 分 

3.35月 分 

3.35月 分 

知 事 

副 知 事 

（ 算 定 方 式 ） （１期の手当額） （ 支 給 時 期 ） 

131万 円 ×在 職 期 間 ×65/100 4,087.2万 円 任 期 毎 

107万 円 ×在 職 期 間 ×40/100 2,054.4万 円 任 期 毎 

退

職

手

当 備 考 

(注)1 給料の( )内は、減額措置を行う前の金額である。 

(注)2 平成 21 年３月１日から平成 21 年５月 31 日までの間、知事の給料月額の 30%、空港部に関す 

る事項を担任する副知事の給料月額の 10%を減額している。 

(注)3 平成 21 年６月期の期末手当の支給月数については、0.15 月分暫定的に引き下げている。 
(注)4 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年 

＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

７ 職員数の状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 
（各年 4 月 1 日現在） 

職 員 数 区 分 
部 門 

平成20年 平成21年 
対 前 年 
増 減 数 

主 な 増 減 理 由 

議会 
総務 
税務 
民生 
衛生 
労働 
農林水産 
商工 
土木 

41 
1,010 

508 
554 
718 
140 

1,378 
297 

1,263 

41 
992 
507 
527 
717 
140 

1,371 
297 

1,218 

±0 
▲18 
▲1 

▲27 
▲1 
±0 
▲7 
±0 

▲45 

・旅券発給事務の市町移譲など 
・地方税一元化対応縮小 
・障害者支援施設の指定管理者制度移行など 
・市町合併に伴う出張窓口廃止など 

・牧の原農業用水建設事務所廃止など 

・空港建設完了、御前崎土木事務所再編など 

一
般
行
政
部
門 

計 5,909 5,810 ▲99 
（参考： 人口 10万人当たり 職員数154人） 

教育部門 25,185 25,153 ▲32 ・生徒数の減少に伴う教職員の減員など 

警察部門 6,821 6,835 ＋14 ・治安対策強化に伴う警察官増員 

普
通
会
計
部
門 

小 計 37,915 37,798 ▲117 
（参考：人口10万人当たり職員数1,001人） 

会
計

部
門

 
公

営
企

業
等
 

病院 
水道 
下水道 
その他 

2,337
53
20 

128 

930
53
20 

128 

▲1,407 
±0 
±0 
±0 

・県立３病院の地方独立行政法人化
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0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

構成比 

５年前の構成比 

% 

小 計 2,538 1,131 ▲1,407 

合 計 
40,45 3 

[42,7 46] 

38,92 9 

[41,2 17] 

▲ 1,524 

[▲1,529] （参考：人口10万人当たり職員数1,031人） 
(注)1 職員数は一般職に属する職員数である。 

(注)2 [     ]内は、条例定数の合計である。 

(2) 年齢別職員構成の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

区 分 

20歳 

未満 

20歳 

～
 

23歳 

24歳 

～
 

27歳 

28歳 

～
 

31歳 

32歳 

～
 

35歳 

36歳 

～
 

39歳 

40歳 

～
 

43歳 

44歳 

～
 

47歳 

48歳 

～
 

51歳 

52歳 

～
 

55歳 

56歳 

～
 

59歳 

60歳 

以上 

計 

職員数 
人

136 

人 

1 , 1 5 1 

人 

2 , 8 5 9 

人 

3 , 2 2 3 

人 

3 , 4 2 5 

人 

3 , 7 7 1 

人 

4 , 4 7 0 

人 

5 , 2 8 6 

人 

5 , 6 0 7 

人 

5 , 0 0 9 

人 

3 , 8 1 6 

人 

176 

人 

38,929 

(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況 

① 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

平成17年4月1日 

職員数 

平成22年4月1日 

職員数 

純減数 純減率 

人 

41,18 5 

人 

38,040 

人 

3,145 

％

7.6 

（参考）静岡県行財政改革大綱実施計画（集中改革プラン）における定員管理の数値目標（数・率） 

計画期間
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始 期 終 期 
数値目標 

平成17年4月1日 平成22年4月1日 

一般行政部門（病院以外の公営企業 

会計部門を含む）の職員数について 

、平成22年までの5年間で500人の削 

減を行う。 

② 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

（各年４月１日現在） 

区 分 

部 門 

17 年 

計画始期 

18年 

１年目 

19年 

２年目 

20年 

３年目 

21年 

４年目 

22年 

５年目 

18年～21年 

計 

(参考) 

数値目標 

職員数 6,468 6,384 6,226 6,110 6,011 5,968 
一般行政 

増減 ▲84 ▲158 ▲116 ▲99 ▲ 45 7 ( 9 1 . 4％ ) ▲500 

職員数 26,125 25,952 25,413 25,185 25,153 25,123 
教 育 

増減 ▲173 ▲539 ▲228 ▲32 ▲972(97.0％) ▲1,002 

職員数 6,618 6,696 6,779 6,821 6,835 6,820 
警 察 

増減 78 83 42 14 217(107.4%) 202 

職員数 1,974 2,170 2,285 2,337 930 129 
病 院 

増減 196 115 52 ▲ 1,407 ▲1,044(56.6％ ) ▲1,845 

職員数 41,185 41,202 40,703 40,453 38,929 38,040 
計 

増減 17 ▲499 ▲250 ▲ 1,524 ▲2,256(71.7％) ▲3,145 

(注)1 （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。 

(注)2 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画 1 

年目以降現年までの職員増減数の累計を示す。 

(注)3 警察部門については、警察法により定められる警察官の定数を確保することと 

し、平成 17 年度から平成 19 年度までに全国で 1 万人の増員計画に沿った増員に 

ついて試算した。 

(注)4 病院部門の数値目標については、県立病院が地方独立行政法人に移行した場合に 

ついて試算した。 

８ 公営企業職員の状況 

(1) 工業用水道事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

19年度の総費用に占 

める職員給与費比率 

20年度 
千円 

4,675,475 

千円 

774,956 

千円 

672,301 

％ 

14.4 

％ 

14.5 

給 与 費 区 分 職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ 

一人当たり 

給与費B/A 

(参考)都道府県平均 

一人当たり給与費 

20年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
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63 291,612 71,170 126,835 489,617 7,772 7 , 0 2 5 

(注)1 職員手当には退職給与金を含まない。 

(注)2 職員数は、平成 21 年 3 月 31 日現在の人数である。 

イ 特記事項 

空欄としている事項については後日掲載予定 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

静 岡 県 45.6歳 404,447円 624,319円 

団 体 平 均 44.8歳 374,020円 585,430円 

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

工業用水道事業 静岡県（企業局・がんセンター事業を除く） 

１人当たり平均支給額（20年度） 

2,013千円 

１人当たり平均支給額（20年度） 

1,856千円 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 

3.0月分 1.50月分 
( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 

3.0月分 1.50月分 
( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、 職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 20～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 20～25％ 

(注) (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

イ 退職手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

工業用水道事業 静岡県（企業局・がんセンター事業を除く） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 
1人当たり平均支給額 －千円 27,815千円 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 
1人当たり平均支給額 4,039千円 2 8,3 52千円 

ウ 地域手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支 給 実 績（20年度決算） 12,353千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 196,100円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

静 岡 市 4％ 21人 4％ 

浜 松 市 4％ 6人 4％ 

三 島 市 4％ 3人 4％ 

富 士 市 4％ 4人 4％ 

富士市(旧富士川町) 4％ 20人 4％ 

磐 田 市 4％ 6人 4％ 

エ 特殊勤務手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（20年度決算） 74千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 4,400円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度） 11.1％
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手当の種類（手当数） 7 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

高所作業手当 

右の業務に従事した 

職員 

地上又は水面上 10 メートル 

以上の足場の不安定な箇所 

での監督、測量等の業務 

日額 310 円～360 円 

管路内作業手当 

右の業務に従事した 

職員 

管路内又はトンネル内にお 

いて、管の接合箇所の検査 

若しくは管内の監視又はト 

ンネル内の監視の業務 

日額 450 円 

道路上において、車両の通 

行を遮断することなく行う 

工事の監督、検査又は測量 

の業務 

日額 310 円 

道路上作業手当 

右の業務に従事した 

職員 

道路上において、導水管等 

の弁の操作、点検若しくは 

修繕の作業又はこれらの作 

業に伴う交通整理の業務 

日額 360 円 

特 殊 構 造物 内 作業 

手当 

右の業務に従事した 

職員 

浄配水場等において、各槽 

池等における漏水検査、汚 

泥堆積状況調査、除じん作 

業又は排泥作業及び各種機 

械の点検整備等の業務 

日額 310 円 

有害薬品取扱手当 

右の業務に従事した 

職員 

特に危険性を有する薬品等 

を取り扱う業務 

日額 310 円 

用地交渉等手当 

事業室、 企業局東部事 

務所又は企業局西部 

事務所に勤務する職 

員のうち右の業務に 

従事した職員 

現地において地域振興整備 

事業に係る土地若しくは公 

共の用に供する土地の取得 

若しくは取得に伴う物件の 

移転の交渉又は公共事業の 

施行により生ずる損失の補 

償に係る交渉の業務 

日額 1,000 円～ 1,500 

円 

災害状況調査手当 

右の業務に従事した 

職員 

災害対策基本法第 23 条第 1 

項の規定に基づいて市町村 

長が災害対策本部を設置し 

た場合において、当該市町 

村の地域で、災害対策本部 

が 設 置 さ れ て い る 期 間 中 

に、重大な災害が発生した 

危険な箇所又は発生するお 

それの著しい危険な箇所に 

おいて行う災害状況の調査 

又は巡回監視の業務 

日額 710 円 

オ 時間外勤務手当
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支 給 実 績（20年度決算） 22,771千円 

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 361千円 

支 給 実 績（19年度決算） 19,486千円 

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 300千円 

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

カ その他の手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行 

政職の 

制度と 

の異同 

一般行政 

職の制度 

と異なる 

内容 

支給実績 

（20 年度決算） 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

（20年度決算） 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給する。 

･配偶者 13,000 円 

･配偶者以外の扶養親族 6,500 円 

･配偶者がいない場合そのうち 1 

人 11,000 円 

･満 16 歳に達する年度の初めか 

ら満 22 歳の年度末までの子 1 人 

につき 5,000 円加算 

同じ 10,995 千円 249,900 円 

住居手当 

･借家・借間に居住する場合 

支給対象者 

自ら居住するため借り受け月 

額 12,000 円を超える家賃・間 

代を支払っている職員 

全額支給限度額 13,000 円 

2 分の 1 加算限度額 17,000 円 

最高支給限度額 30,000 円 

･持家に居住し世帯主である場合 

支給額 4,500 円 

･単身赴任中の留守宅の場合 

支給対象者 

単身赴任手当を受給してい 

る者で留守宅に配偶者が居 

住している者 

借家・借間の場合 

借家・借間に居住する場合の 

2 分の 1 の額 

持家の場合 2,200 円 

同じ 4,781 千円 108,700 円 

通勤手当 

通勤のため交通機関等や自動車 

等を使用することを常例とする 

職員に支給する。 

交通機関等利用者の 1 か月当た 

り最高支給限度額 75,000 円 

交通用具使用者の算出方法 

距離に応じた基準額（2,000 円～ 

5,800 円）＋加算額（3 ㎞を超え 

る１㎞につき 175 円～570 円） 

同じ 13,929 千円 236,100 円
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管 理 職 手 

当 

管理又は監督の地位にある職員 

のうち、 管理職手当規則で指定す 

る職を占める職員に対し支給す 

る。 

月額：給料表、職務の級、職の区 

分に応じ定める額 

同じ 6,197 千円 1,032,800 円 

休 日 勤 務 

手当 

勤務時間条例に規定する休日に 

おいて定められた正規の勤務時 

間中に勤務を命ぜられた職員に 

支給する。 

1 時間当たりの支給額：勤務 1 時 

間当たりの給与額×135/100 

同じ 793 千円 29,400 円 

初 任 給 調 

整手当 

医学、 科学技術その他の専門的知 

識を必要とし、かつ、採用困難あ 

るいは採用に特別の事情がある 

と認められる職員に支給する。 

月額：16,900 円～410,900 円 

同じ - 千円 - 円 

単 身 赴 任 

手当 

公署を異にする異動等に伴い転 

居し配偶者と別居し、 単身で生活 

することを常況とする職員に支 

給する。 

月額：月額 23,000 円＋交通距離 

の区分に応じた加算額 

同じ - 千円 - 円 

夜 間 勤 務 

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時 

～翌日の午前 5 時までの間に勤 

務した職員に支給する。 

1 時間当たりの支給額：勤務 1 時 

間当たりの給与額×25/100 

同じ - 千円 - 円 

宿 日 直 手 

当 

宿日直勤務を命ぜられた職員に 

支給する。 

1 回あたり：4,200 円～20,000 円 

同じ - 千円 - 円 

管 理 職 員 

特 別 勤 務 

手当 

管理職手当の支給を受ける職員 

が臨時又は緊急の必要その他の 

公務の運営の必要により週休日 

又は休日に勤務した場合に支給 

する。 

1 回あたり：3,000 円～12,000 円 

同じ 70 千円 23,300 円 

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況 

ア 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

平成17年4月1日 

職員数 

平成22年4月1日 

職員数 

純減数 純減率 

人 

69 

人 

64 

人 

5 

％ 

7.2



- 28 - 

（参考）静岡県行財政改革大綱実施計画（集中改革プラン）における定員管理の数値目標（数・率） 

計画期間 

始 期 終 期 
数値目標 

平成17年4月1日 平成22年4月1日 

一般行政部門（病院以外の公営企業 

会計部門を含む）の職員数について 

、平成22年までの5年間で500人の削 

減を行う。 

イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

→6(3)②を参照 

(2) 水道事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

19年度の総費用に占 

める職員給与費比率 

20年度 
千円 

4,623,786 

千円 

872,270 

千円 

608,306 

％ 

13.2 

％ 

14.2 

給 与 費 区 分 職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ 

一人当たり 

給与費B/A 

(参考)都道府県平均 

一人当たり給与費 

20年度 
人 

59 

千円 

267,942 

千円 

68,448 

千円 

116,884 

千円 

453,274 

千円 

7,683 

千円 

7 , 6 5 5 

(注)1 職員手当には退職給与金を含まない。 

(注)2 職員数は、平成 21 年 3 月 31 日現在の人数である。 

イ 特記事項 

空欄としている事項については後日掲載予定 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

静 岡 県 46.3歳 409,238円 626,050円 

団 体 平 均 45.7歳 398,572円 636,819円 

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

水道事業 静岡県（企業局・がんセンター事業を除く） 

１人当たり平均支給額（20年度） 

2,015千円 

１人当たり平均支給額（20年度）

1,856千円 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 

3.0月分 1.50月分 
( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 
3.0月分 1.50月分 

( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％
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・管理職加算 20～25％ ・管理職加算 20～25％ 

(注) (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

イ 退職手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

水道事業 静岡県（企業局・がんセンター事業を除く） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 
1人当たり平均支給額 －千円 27,815千円 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 

1 人当たり平均支給額 4,039 千円 28 ,352 千円 

ウ 地域手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支 給 実 績（20年度決算） 11,429千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 193,700円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

静 岡 市 4％ 9人 4％ 

浜 松 市 4％ 14人 4％ 

三 島 市 4％ 9人 4％ 

磐 田 市 4％ 24人 4％ 

吉 田 町 4％ 3人 4％ 

エ 特殊勤務手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（20年度決算） 322千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 14,000円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度） 28.3％ 

手当の種類（手当数） 7 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

高所作業手当 

右の業務に従事した 

職員 

地上又は水面上 10 メートル以上の 

足場の不安定な箇所での監督、 測量 

等の業務 

日額 310 円～360 円 

管路内作業手 

当 

右の業務に従事した 

職員 

管路内又はトンネル内において、 管 

の接合箇所の検査若しくは管内の 

監視又はトンネル内の監視の業務 

日額 450 円 

道路上において、 車両の通行を遮断 

することなく行う工事の監督、 検査 

又は測量の業務 

日額 310 円 

道路上作業手 

当 

右の業務に従事した 

職員 

道路上において、 導水管等の弁の操 

作、 点検若しくは修繕の作業又はこ 

れらの作業に伴う交通整理の業務 

日額 360 円 

特殊構造物内 

作業手当 

右の業務に従事した 

職員 

浄配水場等において、 各槽池等にお 

ける漏水検査、汚泥堆積状況調査、 

除じん作業又は排泥作業及び各種 

機械の点検整備等の業務 

日額 310 円 

有害薬品取扱 

手当 

右の業務に従事した 

職員 

特に危険性を有する薬品等を取り 

扱う業務 

日額 310 円
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用地交渉等手 

当 

事業室、企業局東部 

事務所又は企業局西 

部事務所に勤務する 

職員のうち右の業務 

に従事した職員 

現地において地域振興整備事業に 

係る土地若しくは公共の用に供す 

る土地の取得若しくは取得に伴う 

物件の移転の交渉又は公共事業の 

施行により生ずる損失の補償に係 

る交渉の業務 

日額 1,000 円～1,500円 

災害状況調査 

手当 

右の業務に従事した 

職員 

災害対策基本法第 23 条第 1 項の規 

定に基づいて市町村長が災害対策 

本部を設置した場合において、 当該 

市町村の地域で災害対策本部が設 

置されている期間中に、 重大な災害 

が発生した危険な箇所又は発生す 

るおそれの著しい危険な箇所にお 

いて行う災害状況の調査又は巡回 

監視の業務 

日額 710 円 

オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績（20年度決算） 21,196千円 

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 353千円 

支 給 実 績（19年度決算） 21,838千円 

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 341千円 

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

カ その他の手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行 

政職の 

制度と 

の異同 

一般行政 

職の制度 

と異なる 

内容 

支給実績 

（20 年度決算） 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

（20年度決算） 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給す 

る。 

･配偶者 13,000 円 

･配偶者以外の扶養親族 6,500 

円

･配偶者がいない場合そのうち 

1 人 11,000 円 

･満 16 歳に達する年度の初めか 

ら満 22 歳の年度末までの子 1 

人につき 5,000 円加算 

同じ 9,479 千円 263,300 円 

住居手当 

･借家・借間に居住する場合 

支給対象者 

自 ら居住す るため 借り受 け 

月額 12,000 円を超える家賃 

・間代を支払っている職員 

全額支給限度額 13,000 円 

2 分の 1 加算限度額 17,000 円 

最高支給限度額 30,000 円 

･持家に居住し世帯主である場 

合 支給額 4,500 円 

同じ 4,480 千円 128,000 円
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･単身赴任中の留守宅の場合 

支給対象者 

単身赴任手当を受給してい 

る者で留守宅に配偶者が居 

住している者 

借家・借間の場合 

借家・借間に居住する場合 

の 2 分の 1 の額 

持家の場合 2,200 円 

通勤手当 

通勤のため交通機関等や自動 

車等を使用することを常例と 

する職員に支給する。 

交通機関等利用者の 1 か月当た 

り最高支給限度額 75,000 円 

交通用具使用者の算出方法 

距離に応じた基準額（2,000 円 

～5,800 円）＋加算額（3 ㎞を 

超える１㎞につき 175 円～570 

円） 

同じ 12,681 千円 218,600 円 

管理職手 

当 

管理又は監督の地位にある職 

員のうち、管理職手当規則で指 

定する職を占める職員に対し 

支給する。 

月額：給料表、職務の級、職の 

区分に応じ定める額 

同じ 8,214 千円 1,026,800 円 

休日勤務 

手当 

勤務時間条例に規定する休日 

において定められた正規の勤 

務時間中に勤務を命ぜられた 

職員に支給する。 

1 時間当たりの支給額：勤務 1 

時間当たりの給与額×135/100 

同じ 1,093 千円 39,000 円 

初任給調 

整手当 

医学、科学技術その他の専門的 

知識を必要とし、かつ、採用困 

難あるいは採用に特別の事情 

があると認められる職員に支 

給する。 

月額：16,900 円～410,900 円 

同じ - 千円 - 円 

単身赴任 

手当 

公署を異にする異動等に伴い 

転居し配偶者と別居し、単身で 

生活することを常況とする職 

員に支給する。 

月額：月額 23,000 円＋交通距 

離の区分に応じた加算額 

同じ 624 千円 312,000 円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間として午後 10 

時～翌日の午前 5 時までの間に 

勤務した職員に支給する。 

同じ - 千円 - 円
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1 時間当たりの支給額：勤務 1 

時間当たりの給与額×25/100 

宿日直手 

当 

宿日直勤務を命ぜられた職員 

に支給する。 

1 回あたり：4,200 円～20,000 

円 

同じ - 千円 - 円 

管理職員 

特別勤務 

手当 

管理職手当の支給を受ける職 

員が臨時又は緊急の必要その 

他の公務の運営の必要により 

週休日又は休日に勤務した場 

合に支給する。 

1 回あたり：3,000 円～12,000 

円 

同じ 23 千円 11,500 円 

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況 

ア 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

平成17年4月1日 

職員数 

平成22年4月1日 

職員数 

純減数 純減率 

人 

66 

人 

57 

人 

9 

％ 

13.6 

（参考）静岡県行財政改革大綱実施計画（集中改革プラン）における定員管理の数値目標（数・率） 

計画期間 

始 期 終 期 
数値目標 

平成17年4月1日 平成22年4月1日 

一般行政部門（病院以外の公営企業 

会計部門を含む）の職員数について 

、平成22年までの5年間で500人の削 

減を行う。 

イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

→6(3)②を参照 

(3) 地域振興整備事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

19年度の総費用に占 

める職員給与費比率 

20年度 
千円 

168,945 

千円 

▲131,253 

千円 

109,810 

％ 

65.0 

％ 

2.2 

給 与 費 区 分 職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ 

一人当たり 

給与費 

B/ A 

(参考)都道府県平均 

一人当たり給与費 

20年度 
人 

11 

千円 

54,367 

千円 

12,338 

千円 

24,349 

千円 

91,054 

千円 

8,278 

千円 

7 , 6 1 5 

(注)1 職員手当には退職給与金を含まない。 

(注)2 職員数は、平成 21 年 3 月 31 日現在の人数である。
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イ 特記事項 

空欄としている事項については後日掲載予定 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

静 岡 県 50.0歳 453,521円 678,819円 

団 体 平 均 47.4歳 409,403円 634,546円 

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

地域振興整備事業 静岡県（企業局・がんセンター事業を除く） 

１人当たり平均支給額（20年度） 

2,215千円 

１人当たり平均支給額（20年度） 

1,856千円 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 
3.0月分 1.50月分 

( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 
3.0月分 1.50月分 

( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 20～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 20～25％ 

(注) (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

イ 退職手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

地域振興整備事業 静岡県（企業局・がんセンター事業を除く） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 
1人当たり平均支給額 －千円 27,815千円 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 
1人当たり平均支給額 4,039千円 2 8,3 52千円 

ウ 地域手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支 給 実 績（20年度決算） 2,323千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 211,200円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

静 岡 市 4％ 7人 4％ 

浜 松 市 4％ 2人 4％ 

磐 田 市 4％ 2人 4％ 

エ 特殊勤務手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（20年度決算） 11千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 2,800円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度） 36.4％ 

手当の種類（手当数） 7 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

高所作業手当 

右の業務に従事した職 

員 

地上又は水面上 10 メートル 

以 上の足 場の不 安定な 箇所 

での監督、測量等の業務 

日額 310 円～360 円
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管路内作業手当 

右の業務に従事した職 

員 

管 路内又 はトン ネル内 にお 

いて、管の接合箇所の検査若 

し くは管 内の監 視又は トン 

ネル内の監視の業務 

日額 450 円 

道路上において、車両の通行 

を 遮断す ること なく行 う工 

事の監督、検査又は測量の業 

務 

日額 310 円 

道路上作業手当 

右の業務に従事した職 

員 

道路上において、導水管等の 

弁の操作、点検若しくは修繕 

の 作業又 はこれ らの作 業に 

伴う交通整理の業務 

日額 360 円 

特殊構造物内作 

業手当 

右の業務に従事した職 

員 

浄配水場等において、各槽池 

等における漏水検査、汚泥堆 

積状況調査、除じん作業又は 

排 泥作業 及び各 種機械 の点 

検整備等の業務 

日額 310 円 

有害薬品取扱手 

当 

右の業務に従事した職 

員 

特 に危険 性を有 する薬 品等 

を取り扱う業務 

日額 310 円 

用地交渉等手当 

事業室、企業局東部事 

務所又は企業局西部事 

務所に勤務する職員の 

うち右の業務に従事し 

た職員 

現 地にお いて地 域振興 整備 

事 業に係 る土地 若しく は公 

共 の用に 供する 土地の 取得 

若 しくは 取得に 伴う物 件の 

移 転の交 渉又は 公共事 業の 

施 行によ り生ず る損失 の補 

償に係る交渉の業務 

日額 1,000 円～1,500 円 

災害状況調査手 

当 

右の業務に従事した職 

員 

災害対策基本法第 23 条第 1 

項 の規定 に基づ いて市 町村 

長 が災害 対策本 部を設 置し 

た場合において、当該市町村 

の 地域で 災害対 策本部 が設 

置されている期間中に、重大 

な 災害が 発生し た危険 な箇 

所 又は発 生する おそれ の著 

し い危険 な箇所 におい て行 

う 災害状 況の調 査又は 巡回 

監視の業務 

日額 710 円 

オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績（20年度決算） 1,776千円 

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 162千円 

支 給 実 績（19年度決算） 1,725千円 

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 157千円 

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

カ その他の手当（平成 21 年 4 月 1 日現在）
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手当名 内容及び支給単価 

一般行 

政職の 

制度と 

の異同 

一般行政 

職の制度 

と異なる 

内容 

支給実績 

（20 年度決算） 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

（20年度決算） 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給す 

る。 

･配偶者 13,000 円 

･配偶者以外の扶養親族 6,500 

円

･配偶者がいない場合そのうち 

1 人 11,000 円 

･満 16 歳に達する年度の初めか 

ら満 22 歳の年度末までの子 1 

人につき 5,000 円加算 

同じ 2,915 千円 291,500 円 

住居手当 

･借家・借間に居住する場合 

支給対象者 

自 ら居 住する ため借 り受 け 

月額 12,000 円を超える家賃 

・間代を支払っている職員 

全額支給限度額 13,000 円 

2 分の 1 加算限度額 17,000 円 

最高支給限度額 30,000 円 

･持家に居住し世帯主である場 

合 支給額 4,500 円 

･単身赴任中の留守宅の場合 

支給対象者 

単身赴任手当を受給してい 

る者で留守宅に配偶者が居 

住している者 

借家・借間の場合 

借家・借間に居住する場合 

の 2 分の 1 の額 

持家の場合 2,200 円 

同じ 1,044 千円 130,500 円 

通勤手当 

通勤のため交通機関等や自動 

車等を使用することを常例と 

する職員に支給する。 

交通機関等利用者の 1 か月当た 

り最高支給限度額 75,000 円 

交通用具使用者の算出方法 

距離に応じた基準額（2,000 円 

～5,800 円）＋加算額（3 ㎞を 

超える１㎞につき 175 円～570 

円） 

同じ 3,471 千円 347,100 円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職 

員のうち、管理職手当規則で指 

定する職を占める職員に対し 
同じ 798 千円 798,000 円
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支給する。 

月額：給料表、職務の級、職の 

区分に応じ定める額 

休日勤務手 

当 

勤務時間条例に規定する休日 

において定められた正規の勤 

務時間中に勤務を命ぜられた 

職員に支給する。 

1 時間当たりの支給額：勤務 1 

時間当たりの給与額×135/100 

同じ - 千円 - 円 

初任給調整 

手当 

医学、科学技術その他の専門的 

知識を必要とし、かつ、採用困 

難あるいは採用に特別の事情 

があると認められる職員に支 

給する。 

月額：16,900 円～410,900 円 

同じ - 千円 - 円 

単身赴任手 

当 

公署を異にする異動等に伴い 

転居し配偶者と別居し、単身で 

生活することを常況とする職 

員に支給する。 

月額：月額 23,000 円＋交通距 

離の区分に応じた加算額 

同じ - 千円 - 円 

夜間勤務手 

当 

正規の勤務時間として午後 10 

時～翌日の午前 5 時までの間に 

勤務した職員に支給する。 

1 時間当たりの支給額：勤務 1 

時間当たりの給与額×25/100 

同じ - 千円 - 円 

宿日直手当 

宿日直勤務を命ぜられた職員 

に支給する。 

1 回あたり：4,200 円～20,000 

円 

同じ - 千円 - 円 

管理職員特 

別勤務手当 

管理職手当の支給を受ける職 

員が臨時又は緊急の必要その 

他の公務の運営の必要により 

週休日又は休日に勤務した場 

合に支給する。 

1 回あたり：3,000 円～12,000 

円 

同じ - 千円 - 円 

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況 

ア 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

平成17年4月1日 

職員数 

平成22年4月1日 

職員数 

純減数 純減率 

人 

11 

人 

5 

人 

6 

％ 

54 . 5
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（参考）静岡県行財政改革大綱実施計画（集中改革プラン）における定員管理の数値目標（数・率） 

計画期間 

始 期 終 期 
数値目標 

平成17年4月1日 平成22年4月1日 

一般行政部門（病院以外の公営企業 

会計部門を含む）の職員数について 

、平成22年までの5年間で500人の削 

減を行う。 

イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

→6(3)②を参照 

(4） がんセンター事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

19年度の総費用に占 

める職員給与費比率 

20年度 
千円 

23,918,000 

千円 

▲234,980 

千円 

7,035,498 

％ 

29.4 

％ 

28.8 

給 与 費 区 分 職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ 

一人当たり 

給与費 

B/ A 

(参考)都道府県平均 

一人当たり給与費 

20年度 
人 

792 

千円 

2,941,261 

千円 

1,713,769 

千円 

1,220,174 

千円 

5 , 8 7 5 , 2 0 4 

千円 

7,418 

千円 

7 , 4 3 1 

(注)1 職員手当には退職給与金を含まない。 

(注)2 職員数は、平成 21 年 3 月 31 日現在の人数である。 

イ 特記事項 

空欄としている事項については後日掲載予定 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

医師 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

静 岡 県 42.2歳 564,248円 1,388,402円 

団 体 平 均 43.3歳 547,077円 1,288,854円 

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

看 護 師 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

静 岡 県 31.3歳 285,655円 444,369円 

団 体 平 均 37.5歳 309,579円 504,403円 

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

事 務 職 員 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

静 岡 県 41.1歳 373,505円 685,745円
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団 体 平 均 43.6歳 370,038円 599,833円 

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

がんセンター事業 静岡県（企業局・がんセンター事業を除く） 

１人当たり平均支給額（20年度） 

1,492千円 

１人当たり平均支給額（20年度） 

1,856千円 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 
3.0月分 1.50月分 

( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（20年度支給割合） 
期末手当 勤勉手当 

3.0月分 1.50月分 
( 1.6)月分 ( 0.75)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 20～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 20～25％ 

(注) (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

イ 退職手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

がんセンター事業 静岡県（企業局・がんセンター事業を除く） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 
1人当たり平均支給額 951千円 －千円 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 
勤 続 2 0 年 23.5月分 30.55月分 
勤 続 2 5 年 33.5月分 41.34月分 
勤 続 3 5 年 47.5月分 59.28月分 
最 高 限 度 額 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
(退職時特別昇給 無 ) 
1人当たり平均支給額 4,039千円 2 8,3 52千円 

ウ 地域手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支 給 実 績（20年度決算） 187,573千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 225,400円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

長 泉 町 4％ 703人 4％ 

がんセンター医療 

職給料表(1)の適 

用を受ける職員 

14％ 123人 14％ 

エ 特殊勤務手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（20年度決算） 210,840千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 284,200円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度） 67.4％ 

手当の種類（手当数） 4 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

臨床等業務手当 

右の業務に従事した職 

員 (がんセンター医療 

職給料表 (3)の適用を 

受ける職員を除く。) 

診療、検診その他保健指導又 

は患者に接する業務 

が ん セ ン タ ー 医 療 職 給 

料 表 (1)及 び (2)の 適 用 

を 受 け る 職 員 並 び に 医 

療社会事業担当職員、心 

理判定員は月額 6,600 円 

～68,400 円 

その他の職員は日額 310 

円
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放射線作業手当 

右の業務に従事した職 

員 

エックス線の照射及び撮影、 

有 害放射 線の照 射及び 測定 

又 は放射 性同位 元素を 使用 

する業務 

日額 360 円 

有害薬品等取扱 

手当 

薬剤師、臨床検査技師 

又は衛生検査技師 

身 体に有 害なガ スの発 生を 

伴う業務、特に危険性を有す 

る 薬品等 を取り 扱う業 務又 

は病理細菌を取り扱う業務 

日額 310 円 

看護師又は准看護師 正 規の勤 務時間 による 勤務 

の一部又は全部が深夜(午後 

10 時後翌日の午前 5時前の間 

をいう。)において行われる 

看護等の業務 

1 回につき 2,040 円～ 

3,400 円 

夜間看護等手当 
がんセンター医療職給 

料表の適用を受ける職 

員のうち管理者の定め 

る職員 

正 規の勤 務時間 以外の 時間 

において、勤務の時間帯その 

他 に関し 管理者 が定め る特 

別 の事情 の下で の救急 医療 

等の業務 

1 回につき 1,280 円 

オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績（20年度決算） 670,145千円 

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 840千円 

支 給 実 績（19年度決算） 612,110千円 

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 795千円 

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

カ その他の手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政 

職の制度 

と異なる 

内容 

支給実績 

（20 年度決算） 

支給職員1人 

当たり平均支 

給年額 

（20年度決算） 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給す 

る。 

･配偶者 13,000 円 

･配偶者以外の扶養親族 6,500 

円

･配偶者がいない場合そのうち 

1 人 11,000 円 

･満 16 歳に達する年度の初めか 

ら満 22 歳の年度末までの子 1 

人につき 5,000 円加算 

同じ 53,549 千円 225,000 円 

住居手当 

･借家・借間に居住する場合 

支給対象者 

自 ら居 住する ため借 り受 け 

月額 12,000 円を超える家賃 

・間代を支払っている職員 

全額支給限度額 13,000 円 

2 分の 1 加算限度額 17,000 円 

同じ 94,727 千円 238,000 円
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最高支給限度額 30,000 円 

･持家に居住し世帯主である場 

合 支給額 4,500 円 

･単身赴任中の留守宅の場合 

支給対象者 

単身赴任手当を受給してい 

る者で留守宅に配偶者が居 

住している者 

借家・借間の場合 

借家・借間に居住する場合 

の 2 分の 1 の額 

持家の場合 2,200 円 

通勤手当 

通勤のため交通機関等や自動 

車等を使用することを常例と 

する職員に支給する。 

交通機関等利用者の 1 か月当た 

り最高支給限度額 75,000 円 

交通用具使用者の算出方法 

距離に応じた基準額（2,000 円 

～5,800 円）＋加算額（3 ㎞を 

超える１㎞につき 175 円～570 

円） 

同じ 79,951 千円 107,800 円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職 

員のうち、静岡県立静岡がんセ 

ンター事業職員の給与に関す 

る規程で指定する職を占める 

職員に対し支給する。 

月額：給料表、職務の級、職の 

区分に応じ定める額 

同じ 24,645 千円 1,120,200 円 

休日勤務手 

当 

静岡県がんセンター局職員就 

業規程に規定する休日におい 

て定められた正規の勤務時間 

中に勤務を命ぜられた職員に 

支給する。 

1 時間当たりの支給額：勤務 1 

時間当たりの給与額×135/100 

同じ 52,005 千円 96,700 円 

初任給調整 

手当 

医学、科学技術その他の専門的 

知識を必要とし、かつ、採用困 

難あるいは採用に特別の事情 

があると認められる職員に支 

給する。 

月額：16,900 円～410,900 円 

同じ 304,396 千円 2,323,600 円 

単身赴任手 

当 

公署を異にする異動等に伴い 

転居し配偶者と別居し、単身で 

生活することを常況とする職 

員に支給する。 

同じ 3,434 千円 312,200 円
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月額：月額 23,000 円＋交通距 

離の区分に応じた加算額 

夜間勤務手 

当 

正規の勤務時間として午後 10 

時～翌日の午前 5 時までの間に 

勤務した職員に支給する。 

1 時間当たりの支給額：勤務 1 

時間当たりの給与額×25/100 

同じ 53,236 千円 125,300 円 

宿日直手当 

宿日直勤務を命ぜられた職員 

に支給する。 

1 回あたり：4,200 円～20,000 

円 

同じ 30,352 千円 156,500 円 

管理職員特 

別勤務手当 

管理職手当の支給を受ける職 

員が臨時又は緊急の必要その 

他の公務の運営の必要により 

週休日又は休日に勤務した場 

合に支給する。 

1 回あたり：3,000 円～12,000 

円 

同じ 921 千円 54,200 円 

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況 

ア 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

平成17年4月1日 

職員数 

平成22年4月1日 

職員数 

純減数 純減率 

人 

652 

人 

49 

人 

603 

％ 

92.5 

（注） 仮に地方独立行政法人に移行した場合について試算した。 

（参考）静岡県行財政改革大綱実施計画（集中改革プラン）における定員管理の数値目標（数・率） 

計画期間 

始 期 終 期 
数値目標 

平成17年4月1日 平成22年4月1日 

一般行政部門 （病院以外の公営企業会 

計部門を含む）の職員数について、平 

成22年までの5年間で500人の削減を 

行う。 

イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

→6(3)②を参照


